
 

議案第３８号 

さいたま市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年２月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市職員定数条例の一部を改正する条例 

 さいたま市職員定数条例（平成１３年さいたま市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

⑴ 市長の事務部局の職員 ⑴ 市長の事務部局の職員 

  ア 一般職員（イに掲げる職員を除く。） ６ 

，２９６人 

  ア 一般職員（イに掲げる職員を除く。） ５ 

，９８０人 

  イ ［略］   イ ［略］ 

 ⑵ 議会の事務部局の職員 ３７人 ⑵ 議会の事務部局の職員 ３５人 

⑶ 選挙管理委員会の事務部局の職員 １５人 ⑶ 選挙管理委員会の事務部局の職員 １４人 

⑷ 人事委員会の事務部局の職員 １６人 ⑷ 人事委員会の事務部局の職員 １３人 

⑸ 監査委員の事務部局の職員 ２０人 ⑸ 監査委員の事務部局の職員 １９人 

⑹ 農業委員会の事務部局の職員 ２１人 ⑹ 農業委員会の事務部局の職員 ２０人 

 ⑺ 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管

に属する学校その他の教育機関の職員 １，０

３８人 

 ⑺ 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管

に属する学校その他の教育機関の職員 ９７７

人 

⑻ 消防職員 １，５０２人 ⑻ 消防職員 １，３９３人 

⑼ 水道事業管理者の事務部局の職員 ４１３人 ⑼ 水道事業管理者の事務部局の職員 ３８４人 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


